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市
民
相
談

弁護士
法律相談

5 日㈭、10 日㈫、12 日㈭、19 日㈭、24 日㈫
9 時 30 分〜 15 時 30 分　市民相談室（本庁舎 2 階）
秘書広報課☎ 7185 − 1714（予約は 3 日㈫ 8 時 30 分〜）

人権相談
（ 優先）

26 日㈭ 10 時〜 15 時　相談室（西別館 2 階）
社会福祉課・内線 476

税務相談 20 日㈮ 10 時〜 15 時
収税課☎ 7185 − 1349（予約は 16 日㈪ 8 時 30 分〜）

行政相談 25 日㈬ 10 時〜 12 時　市民相談室（本庁舎 2 階）
秘書広報課☎ 7185 − 1714

行政書士
相談

18 日㈬ 13 時〜 16 時　市民相談室（本庁舎 2 階）〈相続・
遺言・成年後見など〉行政書士会・木川☎ 7183 − 2132

司法書士法律
相談

20 日㈮ 10 時〜 15 時　市民相談室（本庁舎 2 階）
千葉司法書士会柏支部☎7166−2015（平日13時〜16時）

不動産相談 13 日㈮市民相談室（本庁舎 2 階）建築住宅課・内線 529
（先着 8 組。11 日㈬までに電話で予約）

住宅相談 13 日㈮市役所 B 会議室　建築住宅課・内線 529
（先着 4 組。11 日㈬までに電話で予約）

消費生活相談 月〜金曜日、第 2・4 土曜日（祝日を除く）
10 時〜 17 時 30 分　消費生活センター☎ 7185 − 0999

生活相談 土・日曜、祝日を除く平日　8 時 30 分〜 17 時　西別館 2
階　社会福祉課・内線 393

高齢者
なんでも相談

6 日㈮ 10 時〜 11 時 15 分　つつじ荘☎ 7188 − 0123
13日㈮10時〜11時15分　西部福祉センター☎7185−5818

健康相談 土・日曜、祝日を除く平日　8 時 30 分〜 17 時　保健センター
健康づくり支援課☎ 7185 − 1126

市
民
相
談

子ども総合相談 土・日曜、祝日を除く平日　8 時 30 分〜 17 時　
西別館 1 階　子ども相談課☎ 7185 − 1821

結婚相談
（ 優先）

1 日㈰、15 日㈰ 9 時〜 14 時　
社会福祉協議会☎ 7184 − 1539

母子・婦人相談
（ひとり親）

土・日曜、祝日を除く平日　8 時 30 分〜 17 時　
西別館 2 階　子ども支援課・内線 850

DV相談 土・日曜、祝日を除く平日　8 時 30 分〜 17 時　
社会福祉課・内線 394

心の相談 23 日㈪午後　西別館　障害福祉支援課・内線 421

もの忘れ相談 10 日㈫ 13 時 30 分〜 16 時 30 分　西別館相談室
高齢者支援課☎ 7185 − 1112

地域職業相談
土・日曜、祝日を除く平日　8 時 30 分〜 17 時

（12 時〜 13 時は求人閲覧のみ）
サンビーンズビル 6 階（我孫子駅南口）
我孫子市地域職業相談室☎ 7165 − 2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

水曜日 10 時〜 16 時、火曜日・土曜日 13 時〜 16 時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ 6 階）☎ 7165 − 2886

住宅改修相談 木・金曜日 10 時〜 16 時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ 6 階）☎ 7165 − 2886

福祉用具相談 土曜日 10 時〜 16 時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ 6 階）☎ 7165 − 2886

児童相談
来所 月〜金曜日 9 時〜 17 時　柏児童相談所☎ 7131 − 7175
電話 月〜金曜日 9 時 30 分〜 16 時　柏児童相談所☎ 7134 − 4152
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狂
犬
病
予
防
注
射
（
集
合
注

射
）
と
犬
の
登
録
を
行
い
ま
す
。

狂
犬
病
は
、
発
病
す
る
と
死
亡

率
が
１
０
０
％
と
い
う
病
気
で

す
。
毎
年
、
狂
犬
病
予
防
注
射

を
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

我
孫
子
市
で
登
録
済
み
の
方

に
は
、
市
か
ら
ハ
ガ
キ
を
送
付

し
ま
す
の
で
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
ハ
ガ
キ
が
届
か
な
い
、
ま

た
は
紛
失
な
ど
の
場
合
は
、
当

日
会
場
で
交
付
し
ま
す
。

日
時
・
場
所　

表
１
※
昨
年
ま

で
と
一
部
実
施
時
間
が
変
更
に

な
っ
て
い
ま
す
。
確
認
の
う
え

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

費
用　

◎
新
た
に
犬
を
飼
っ
た

場
合
（
新
規
）
…
６
３
５
０
円

（
登
録
・
注
射
済
票
＝
３
５
５

０
円
、注
射
代
＝
２
８
０
０
円
）、

◎
登
録
済
の
場
合
…
３
３
５
０

円
（
注
射
済
票
＝
５
５
０
円
、

注
射
代
＝
２
８
０
０
円
）

　

こ
の
制
度
は
、
市
に
登
録
さ

れ
た
市
内
事
業
者
を
利
用
し
、

自
己
所
有
住
宅
の
改
修
工
事
を

行
っ
た
市
民
に
対
し
、
改
修
工

事
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
制

度
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用
さ

れ
る
方
は
、
必
ず
住
宅
リ
フ
ォ

ー
ム
工
事
の
工
事
契
約
の
締
結

前
（
工
事
施
工
の
実
施
前
）
に
、

補
助
金
交
付
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
交

付
申
請
前
に
、
工
事
契
約
締
結

や
工
事
を
施
工
し
た
場
合
は
、

補
助
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

４
月
20
日
㈮
～
平

成
25
年
１
月
31
日
㈭

　

建
築
住
宅
課
・
内
線
６
０

１
、５
２
９

注
射
を
受
け
ら
れ
な
い
犬　

①
生
後
91
日
未
満
の
犬　

②
他
市
町
村
で
登
録
し
、
我

孫
子
市
に
転
入
し
て
か
ら
変

更
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い

犬③
１
か
月
以
内
に
他
の
ワ
ク

チ
ン
を
注
射
し
て
い
る
犬　

④
妊
娠
中
や
健
康
上
に
問
題

が
あ
る
犬

※
集
合
注
射
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
は
、
最
寄
り
の
動
物

病
院
（
表
２
）
で
注
射
や
新

規
登
録
な
ど
の
手
続
き
が
可

能
で
す
。
料
金
、
休
診
日
や

予
約
必
要
の
有
無
な
ど
は
、

各
病
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
登
録
済
み
の
方
は
、

市
か
ら
の
ハ
ガ
キ
を
病
院
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
健
康
づ
く
り
支
援
課
（
保

健
セ
ン
タ
ー
）
☎
７
１
８
５

－

１
１
２
６

☆
犬
の
フ
ン
は
飼
い
主
が
必
ず
持
ち
帰
り
、
絶
対
に
「
犬
の
放
し

飼
い
」
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
罰
則
も
あ
り
ま
す
。

市 政／相 談

市役所の代表電話番号☎ 7185 − 1111　　市ホームページアドレスhttp://www.city.abiko.chiba.jp/

狂
犬
病
予
防
注
射
と

　
　
犬
の
登
録
を
実
施
し
ま
す

我
孫
子
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助  

４
月
20
日
㈮
か
ら
受
付
開
始

補助対象工事 補助金の額などの交付要件 補助対象経費 補助金の額

現在居住して
いる個人住宅
に行うリフォ
ーム工事

リフォーム工事を行
う個人住宅が、工事
完了後に新たに二世
帯住宅となる場合

リフォーム工事（20
万円以上〈消費税を
含む〉の工事に限る）
に係る経費

補 助 対 象 経 費 の
100分 の10以 内 の
額（＊1）とし、20
万円を限度とする。

上記に該当しない場合

リフォーム工事（20
万円以上〈消費税含
む〉の工事に限る）
に係る経費

補 助 対 象 経 費 の
100分の5以内の額

（＊1）とし、10万
円を限度とする。

転居（借家から
持家への転居）
または転入を
目的として、市
内の中古住宅
に行うリフォ
ーム工事

①リフォーム工事を
行う中古住宅が、工
事完了後に新たに二
世帯住宅となる場合

リフォーム工事（20
万円以上〈消費税を
含む〉の工事に限る）
に係る経費

補 助 対 象 経 費 の
100分 の10以 内 の
額（＊1）とし、20
万円を限度とする。

②リフォーム工事を
行う中古住宅が、東
側地区（＊２）の区
域内に立地している
場合

①、②いずれにも該
当しない場合

リフォーム工事（20
万円以上〈消費税を
含む〉の工事に限る）
に係る経費

補 助 対 象 経 費 の
100分の5以内の額

（＊1）とし、10万
円を限度とする。

▼補助対象・補助金の額

＊１　算出した額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
＊２　東側地区：都部、都部新田、湖北台1丁目〜10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、
新木、新木野1丁目〜4丁目、南新木1丁目〜4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目
〜7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田

実施日 実施場所 実施時間 延期日

4月9日㈪

根戸船戸緑地「東側市道沿い」（船戸１丁目）   9:20 〜 9:40

4月16日㈪
台田池尻公園（台田３丁目） 10:00 〜10:40
我孫子駅南口西公園 11:00 〜11:40
若松１号公園(NTT社宅そば) 13:20 〜13:50

4月10日㈫

青山台北〈１号〉公園（無量院下）   9:20 〜10:10

4月17日㈫
柴崎自治会館前 10:30 〜11:00
泉３号公園 11:20 〜11:40
天王台南公園（天王台６丁目） 13:20 〜13:50

4月11日㈬

つくし野5号公園   9:20 〜10:00

4月18日㈬
久寺家あけぼの公園 10:20 〜10:50
並木１号公園 11:10 〜11:40
子ノ神神社門前 13:20 〜13:50

4月12日㈭

上新木集会所   9:20 〜10:00

4月19日㈭
新木児童公園（新木団地内） 10:20 〜11:00
布佐一丁目第二号公園 11:20 〜11:40
布佐南公園（布佐平和台5丁目） 13:20 〜13:50

4月13日㈮

天王台東児童公園（天王台2丁目）   9:20 〜  9:50

4月20日㈮
中峠下集会所 10:20 〜11:00
湖北台7号公園（正泉寺北側） 11:20 〜11:50
湖北台中央公園（市民センター寄り） 13:20 〜13:50

4月14日㈯ 保健センター   9:30 〜11:30 4月21日㈯

病院名 所在地 電話番号
愛動物病院 つくし野7の1の3 7184−6570
山本動物病院 緑1の2の20の102 7183−5800
なみき動物病院 並木7の2の4 7184−8948
我孫子動物病院 栄19の6 7182−6035
セキ動物病院 寿2の8の20 7182−9788
天王台動物病院
天王台病院

天王台2の16の
17 7185−1991

小山動物病院 青山台3の6の1 7185−3008
倉林動物病院 中峠台12の2 7188−5571

病院名 所在地 電話番号
天王台動物病院
布佐病院 布佐2765 7189−3858

石嶋動物病院 新々田53の4 7189−6774
こほく動物病院 湖北台1の17の1 7187−1333
あらきｍａｍ
動物病院

南新木3の14の
12 7187−5775

あゆくペットクリニック 南新木1の9の1 7137−9222
ナガイ動物病院 本町1の4の4 7100−8012
かやば動物病院 南新木1の4の3 7100−1012

▼表２　新規登録および継続による注射済票を発行する動物病院一覧表

▼表１　狂犬病予防注射（集合注射）の日時・場所

※雨天時は１週間後の同時間に延期。（午前中が延期の場合は午後も延期）また、延期
日が雨天の場合は中止。

　
　
　
　これまで我孫子市が行う建築確認申請などの建築に関する諸手続
きや指導は、主として木造２階建ての住宅程度に限られ、店舗や規
模の大きな建築物、鉄骨造など木造以外の建築物は千葉県が行って
いました。４月1日から我孫子市は、建築基準法に基づく特定行政
庁に移行するため、全ての建築物の建築確認、許可や認定を行うこ
とになりました。これに伴い、建築関係の手数料や施行規則の改正
や制定も行いました。詳しい内容は、建築住宅課のホームページを
ご覧ください。
市でできる建築に関する主な手続き
◎建築基準法に基づく建築物、工作物、建築設備の確認・検査◎建
築基準法に基づく許可・認定・道路の指定◎建築基準法に基づく定
期報告の受理◎建設リサイクル法に基づく届出の受理◎バリアフ
リー新法に基づく認定◎耐震改修促進法に基づく認定など

　建築住宅課・内線528

我孫子市は建築基準法に基づく
特定行政庁になりました

建築事業者の方へ

http://www.city.abiko.chiba.jp/
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